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長
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貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
宿
泊
機
能
付
き
施
設
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
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年
二
月
二
十
八
日
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弁
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
宿
泊
機
能
付
き
施
設
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

お
尋
ね
の
「
国
ま
た
は
国
が
所
管
す
る
法
人
が
持
つ
宿
泊
機
能
が
つ
い
た
施
設
」
と
は
、
国
又
は
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法

人
、
認
可
法
人
若
し
く
は
共
済
組
合
類
型
の
法
人
（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
施
設
で
宿
泊
料
を
受
け
て
人
を

宿
泊
さ
せ
る
部
分
を
有
す
る
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
お
尋

ね
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
�
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
�
に
つ
い
て
は
、
「
出
身
母
体
」
が
何
を
指
す
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
施
設
の
長

（
施
設
を
設
置
す
る
国
等
が
当
該
施
設
の
運
営
を
公
益
法
人
等
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
公
益
法
人
等
の
役
職
員
で

施
設
の
長
に
相
当
す
る
者
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
を
退
職
後
引
き
続
い
て
当

該
施
設
の
長
と
し
て
再
就
職
し
て
い
る
も
の
及
び
当
該
施
設
を
受
託
し
て
い
る
公
益
法
人
（
以
下
「
受
託
公
益
法
人
」
と
い

う
。
）
の
役
員
で
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
に
基
づ
く
措
置
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
公
益
法
人
等
の
指
導

監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
。
以
下
「
申
合
せ
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
最
終
官
職
の
公
表
が
行
わ
れ
て

い
る
も
の
に
係
る
退
職
時
の
府
省
は
、
同
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
�
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、

一



一
般
に
政
府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
�
の
施
設
の
長
及
び
申
合
せ

を
受
け
て
最
終
官
職
の
公
表
が
行
わ
れ
て
い
る
受
託
公
益
法
人
の
役
員
で
お
尋
ね
の
施
設
に
係
る
も
の
の
人
数
及
び
退
職
時
の

府
省
は
、
同
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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